
１．趣旨 

これまで、当面のやむを得ず必要な措置（実質的違法性阻却）として、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、
介護職員等がたんの吸引・経管栄養のうちの一定の行為を実施することを運用によって認めてきた。 

しかしながら、こうした運用による対応については、そもそも法律において位置づけるべきではないか、グループホーム・有
料老人ホームや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅でもホームヘルパーの業務として位置づけるべき
ではないか等の課題が指摘されている。 

こうしたことから、たんの吸引等が必要な者に対して、必要なケアをより安全に提供するため、介護職員等によるたんの吸引
等の実施のための法制度の在り方等について、検討を行う。 

 

 ２．検討課題 

①介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度の在り方 

②たんの吸引等の適切な実施のために必要な研修の在り方 

③試行的に行う場合の事業の在り方 

 

 

 ３．構成員 （敬称略、５０音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩 城 節 子 社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会評議員 齋 藤 訓 子 日本看護協会常任理事 

 因  利 恵 日本ホームヘルパー協会会長 島 崎 謙 治 政策研究大学院大学教授 

内 田 千恵子 日本介護福祉士会副会長 白 江  浩 全国身体障害者施設協議会副会長 

大 島 伸 一 独立行政法人国立長寿医療研究センター総長 中 尾 辰 代 全国ホームヘルパー協議会会長 

太 田 秀 樹 医療法人アスムス理事長 橋 本   操 NPO法人さくら会理事長・日本ＡＬＳ協会副会長 

川 崎 千鶴子  特別養護老人ホームみずべの苑施設長 平 林 勝 政 國學院大學法科大学院長 

河 原 四 良 ＵＩゼンセン同盟日本介護クラフトユニオン会長 桝 田 和 平 全国老人福祉施設協議会介護保険委員会委員長 

川 村 佐和子 聖隷クリストファー大学教授 三 上 裕 司 日本医師会常任理事 

黒 岩 祐 治 ジャーナリスト、国際医療福祉大学大学院教授 三 室 秀 雄 東京都立光明特別支援学校校長 
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介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会 
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法整備の考え方 ～検討会中間まとめ（平成22年12月13日）より抜粋～ 

（制度の在り方） 

 ○介護の現場等におけるたんの吸引等のニーズや実態を踏まえ、必要な人に必要なサービスを安全かつ速やか
に提供することを基本とすべきである。 

 ○介護職員によるたんの吸引等については、介護サービス事業者等の業務として実施することができるよう位置
付け、現在の実質的違法性阻却論に伴う介護職員等の不安や法的な不安定を解消することを目指す。 

 ○その際、現在の実質的違法性阻却論による運用の下で行われていることができなくなるなど、不利益な変更が
生じないよう十分に配慮することが必要である。 

 ○まずは、たんの吸引及び経管栄養を対象として制度化を行うが、将来的に拡大の可能性も視野に入れた仕組み
とする。ただし、その際には、関係者を含めた議論を得て判断することが必要である。 

 ○安全性の確保については、医学や医療の観点からはもちろん、利用者の視点や社会的な観点からも納得できる
仕組みによるものとする。 

 ○介護職員等に対する教育・研修の在り方については、不特定多数の者を対象とする場合と、特定の者を対象と
する場合を区別して取り扱うものとする。後者については、特定の利用者ごとに行う実地研修を重視した研修体
系を設けるなど配慮するものとする。 

 ○なお、医療提供体制や介護サービスの在り方、医療と介護の連携、介護職員の処遇改善の在り方など関連する
事項については、所管の審議会等での議論が必要である。 

 

（制度の骨子） 

 ○介護職員によるたんの吸引等の実施のための制度の骨子は、【別添（～略～）】のとおりであり、この骨子を踏ま
えて、｢社会福祉士及び介護福祉士法｣など関連の法令上の位置付けを整理することが必要である。 

 ○一方、新たな資格として位置付けることには、慎重であるべきとの強い反対意見があった。 

 ○現在、一定の条件の下にたんの吸引等を実施している者が、新たな制度の下でも実施できるよう、必要な経過
措置を設けることが必要である。 

 

 

 


